
正

誤

ペ
ー
ジ
段

行

誤

正

（
原
稿
誤
り
）

六
五
五

改
正
後
欄一04335





04085





〃

〃

二04300





04050





〃

〃

七01370





01120





〃

〃

八01270





01020





〃

〃

九02700





02450





〃

〃
一
〇02600





02350





〃

〃
一
一0000180

0000200






〃

〃
〃

04140





03710





〃

改
正
前
欄
〃

0000180
0000180






〃

改
正
後
欄
一
二04040





03790





〃

〃
一
三0000520






0000500






〃

〃
〃

01250





01160





〃

〃
一
四01320





01070





〃

〃終り
か
ら
一
五 0000290

0000300






〃

〃〃
〃

04125





03800





〃

〃〃
〃

04050





03810





〃

改
正
前
欄

〃
〃

0000290
0000290






〃

改
正
後
欄

〃
一
四0000680






0000670






〃

〃〃
〃

01200





01025





〃

〃〃
〃

01275





01035





〃

〃〃
一
三01525





01285





〃

〃〃
〃

0000630






0000640






〃

〃〃
〃

01535





01230





〃

〃〃
一
二04220





03980





〃

〃〃
〃

04230





03980





〃

〃〃
一
一04635





04385





〃

〃〃
一
〇04016





03766





〃

〃〃

九0000220






0000210
〃

〃〃

〃04030





03800





〃

改
正
前
欄

〃

〃0000210






0000210

〃

改
正
後
欄

〃

七01370




01130





〃

〃〃

〃0000460





0000480






〃

〃〃

〃01380





00940





〃

〃〃

六02510





02270





〃

〃〃

〃0000340






0000320






〃

〃〃

〃02520





02460





〃

〃〃

五03950





03710





〃

〃〃

〃03960





03720





〃

〃〃

四0000480
0000500






〃

〃〃

〃01400





00990





〃

〃〃

〃01410





01000





〃

改
正
前
欄

〃

〃0000480
0000480






〃

改
正
後
欄

〃

三01730





01480





〃

〃〃

二02480





02230





〃

〃〃

一03600





03350





（
原
稿
誤
り
）

四
八
二

第
三
条
改

正
後
欄六
障
害
福
祉
サ
ー
ビ

ス
等
に
係
る
業
務

を

障
害
福
祉
サ
ー
ビ

ス
等
に
係
る
業
務

に
限
る
。）を

終
り
か
ら

〃

九
医
療
法
施
行
規
則

（
昭
和
二
十
三
年

厚
生
省
令
第
五
十

号
）

医
療
法
施
行
規
則

令和年月日 木曜日 第号官 報

訂
正
公
告

令
和
七
年
七
月
四
日
（
号
外
第
一
五
四
号
）
掲
載
の
合

併
公
告
及
び
決
算
公
告
（
枠
組
）
中
、
乙
の
「
代
表
取
締

役

金
子

恭
清
」
と
あ
る
は
「
代
表
取
締
役

畑
中

隆
幸
」
の
誤
り
に
つ
き
訂
正
し
ま
す
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

令
和
七
年
七
月
十
七
日

埼
玉
県
新
座
市
栄
五
丁
目
四
番
四
号

（
甲
）
エ
ル
エ
ル
ケ
ア
リ
ン
グ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

畑
中

隆
幸

埼
玉
県
新
座
市
栄
五
丁
目
四
番
四
号

（
乙
）
株
式
会
社
レ
ン
ト
ケ
ア

代
表
取
締
役

畑
中

隆
幸

訂
正
公
告

令
和
七
年
六
月
二
十
七
日
（
号
外
第
一
四
六
号
）
掲
載

の
第
二
十
六
期
決
算
公
告
（
枠
組
）
中
、（
う
ち
当
期
純
利

益
）
の
金
額「（

4
,9
4
8 ）

」と
あ
る
は「（
4
9
,0
4
8 ）

」の
誤
り
に

つ
き
訂
正
し
ま
す
。

令
和
七
年
七
月
十
七
日

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
四
丁
目
三
番
一
号
城
山
ト
ラ

ス
ト
タ
ワ
ー
三
四
階

株
式
会
社
ク
ロ
ー
バ
ー
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
・
コ
ム

代
表
取
締
役
社
長

吉
田

正
敏

訂
正
公
告

令
和
七
年
七
月
八
日
（
号
外
第
一
五
六
号
）
掲
載
の
決

算
公
告
（
枠
組
）
中
、「第

41期
決
算
公
告

」と
あ
る
は「第

40期
決
算
公
告

」
の
誤
り
に
つ
き
訂
正
し
ま
す
。

令
和
七
年
七
月
十
七
日

大
阪
府
門
真
市
柳
町
一
九
番
三
号株

式
会
社
海
洋
堂

代
表
取
締
役

渡
邊

経
康

令
和
六
年
七
月
二
十
三
日
（
号
外
第
百
七
十
五
号
）
公

布
総
務
省
令
第
七
十
五
号
（
普
通
交
付
税
に
関
す
る
省
令

の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
）

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
（
号
外
特
第
八
号
）
公
布
総

務
省
令
第
三
十
号
（
地
方
税
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
省
令
）

（
原
稿
誤
り
）

二
七
九
ペ
ー
ジ
下
段
二
行
目
の
「
第

号
」は「
第

二
十
五
号
」
の
誤
り
。

二
八
一
ペ
ー
ジ
七
行
目
の「「番

号
」の
欄

」
は「「番

号
」

の
項

」
の
誤
り
。

同
ペ
ー
ジ
八
行
目
の「「適

用

」」は「「摘
要

」」の
誤
り
。

二
八
三
ペ
ー
ジ
第
五
号
の
十
四
の
二
様
式
中「（
第
二
条

の
五
の
二
関
係
）﹇
別
紙
六
﹈」は「（
第
二
条
の
五
の
二
関

係
）」の
誤
り
。

二
八
四
ペ
ー
ジ
五
行
目
の「「番

号
」の
欄

」
は「「番

号
」

の
項

」
の
誤
り
。

同
ペ
ー
ジ
六
行
目
の「「適

用
」

」は「「摘
要
」

」の
誤
り
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
（
号
外
特
第
八
号
）
厚
生
労

働
省
告
示
第
百
三
十
一
号
（
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第

三
十
九
条
の
二
十
五
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
厚
生
労

働
大
臣
が
財
務
大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る
基
準
等
の
一
部

を
改
正
す
る
告
示
）

訂
正
公
告

令
和
七
年
六
月
三
十
日
（
号
外
第
一
四
八
号
）
掲
載
の

第
四
十
五
期
決
算
公
告
（
枠
組
）
中
、「
代
表
取
締
役
社
長

井
堀

誠
人
」
と
あ
る
は
、「
代
表
取
締
役
社
長

小
田

勝
」
の
誤
り
に
つ
き
訂
正
い
た
し
ま
す
。

令
和
七
年
七
月
十
七
日

埼
玉
県
川
越
市
的
場
新
町
二
一
番
二

日
油
技
研
工
業
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長

小
田

勝

債
権
申
出
の
公
告
（
第
二
回
）

当
社
は
、
令
和
七
年
七
月
一
日
厚
生
労
働
大
臣
の
承
認

に
よ
り
企
業
年
金
制
度
を
終
了
し
た
の
で
、
当
社
の
確
定

給
付
企
業
年
金
に
係
る
債
権
を
有
す
る
者
は
、
本
公
告
第

一
回
掲
載
（
令
和
七
年
七
月
十
五
日
）
の
翌
日
か
ら
二
箇

月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が

な
い
と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
七
月
十
七
日

兵
庫
県
神
戸
市
須
磨
区
弥
栄
台
四
丁
目
一
番
三

モ
ン
ノ
株
式
会
社

確
定
給
付
企
業
年
金
清
算
人

山
﨑

潤

債
権
申
出
の
公
告
（
第
一
回
）

当
法
人
の
清
算
人
は
、
令
和
七
年
六
月
三
十
日
、
千
葉

地
方
裁
判
所
佐
倉
支
部
に
よ
り
選
任
さ
れ
ま
し
た
の
で
、

当
法
人
に
債
権
を
有
す
る
者
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か

ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。
右
期
間
内
に
お
申

し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
七
月
十
七
日

千
葉
県
白
井
市
復
字
六
七
四
番
地

鳥
見
神
社

東
京
都
中
央
区
銀
座
一
丁
目
一
三
番
四
号
大
和
銀

座
一
ビ
ル
二
階
ト
ゥ
エ
ル
ブ
法
律
事
務
所

清
算
人

弁
護
士

上
松

真
林

確
定
給
付
企
業
年
金
の
清
算
公
告
（
第
二
回
）

当
社
の
規
約
型
確
定
給
付
企
業
年
金
は
、
令
和
七
年
三

月
三
十
日
厚
生
労
働
大
臣
の
承
認
に
基
づ
き
終
了
し
ま
し

た
の
で
、
当
該
規
約
型
確
定
給
付
企
業
年
金
に
債
権
を
有

す
る
者
は
、
本
公
告
第
一
回
掲
載
（
令
和
七
年
七
月
十
六

日
）
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。
右

期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
確
定
給
付
企
業
年
金

制
度
の
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
七
月
十
七
日

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
二
丁
目
一
番
一
号

商
船
三
井
マ
リ
テ
ッ
ク
ス
株
式
会
社

確
定
給
付
企
業
年
金
清
算
人

芦
村

和
男


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